
つくば市つくば駅前広場駐車場

○駐車場利用のご案内

〔利用上の注意〕

供 用 時 間 終日（午前零時から午後12時まで）■

休 場 日 なし■

駐 車 料 金 普通車 10分毎に100円（最初の20分以内は、無料）■

マイクロバス 10分毎に200円（最初の20分以内は、無料）

駐車できる 普通車 長さ５ｍ、幅２ｍ及び高さ2.35ｍを超えないも■

車 両 の

マイクロバス 長さ７ｍ、幅2.5ｍ及び高さ３ｍを超えないも

の

駐車できない 次に該当する車両は、駐車できません。■

車 両 ① 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

② 施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

③ その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

④ 自動二輪車、原動機付自転車

、 、 。■ 注 意 事 項 駐車中の事故 災害 盗難については一切の責任は負いません

車を離れるときは、必ず施錠してください。

駐 車 期 間 利用者は、10日を超えて駐車してはなりません。■

禁 止 行 為 利用者は、次に掲げる行為をしてはなりません。■

① 他の自動車の駐車を妨げること。

② 施設を汚損し、又は損傷すること。

③ 火気を使用すること。

④ みだりに騒音を発すること。

⑤ その他施設の管理に支障を及ぼす行為をすること。

賠 償 責 任 駐車場の施設を汚損し、又は損傷させた者は、その損害を賠■

償しなければなりません。

過 料 偽りその他不正の行為により、料金の徴収を免れた者は、そ■

の徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当

する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする ）。



以下の過料に処します。

そ の 他 この定めにない事項は、つくば市路外駐車場条例（平成５年つ■

） 、 。くば市条例第14号 によるほか その他法令の定めによります

駐車場の名称 つくば市つくば駅前広場駐車場■

駐車場の住所 つくば市吾妻一丁目８番地７

管理者の名称 つくば市■

管理者の住所 つくば市苅間2350番地2

（研究学園Ｄ32街区２画地）


